
令和８年４月１５日 

 保護者の皆様 

                                   生駒市立鹿ノ台中学校 

校 長  海 老  毅 

 

警報・注意報及び災害発生時の生徒の登下校等について 

 

 昨今、危機管理や緊急対応といった文言をよく耳にします。頻発するゲリラ豪雨等による予

測できない気象上の緊迫した状況に備え、警報等が発令されることが増えて来ています。気象

上の緊迫した状況に備え、警報等が発令された場合、生徒の安全を図るために下記の通りとさ

せていただきますので、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

 

◎警報の場合  

①午前７時現在、生駒市に警報または特別警報が発令されている場合は、全日休業します。 

②午前７時現在以降、学校の登校時間（８：３０）までに生駒市に気象警報が発令された場合も 

１日休業(７時以降、児童生徒がすでに自宅を出ている場合は、学校に到着後、状況を見て 

保護者に連絡のうえ下校)とします。 

③登校後、気象警報が発令された場合は学校長の判断により対応します。 

 

※保護者の皆様には、下記の方法等により確認してください。 

 

①テレビの場合 

          ＮＨＫ奈良（１ＣＨ）、ＮＨＫ大阪（３ＣＨ） 

○d ボタン（連動データ）を押し、生駒市の気象情報・警報注意報を確認してください。 

    ○民放のテロップで「奈良県全域」「奈良県北部」などの表現が流れても、 

生駒市に警報、特別警報が出ているとは限りません。 

②インターネットの場合 

      ○気象庁ホームページ 

[https://www.jma.go.jp/bosai/#area_type=class20s&area_code=2920900&pattern=default] 

      ○奈良地方気象台ホームページ[http://www.jma-net.go.jp/nara/] 

 

※午前７時までに警報が解除されたときは、下記の注意報を参考に登校させてください。 

◎注意報の場合  

 原則として、平常通り登校させてください。ただし、災害発生の恐れのあるときや通学路が

危険な場合は、登校を見合わせてください。 

◎災害発生の場合  

 大雨・強風・地震・大雪などにより大きな災害（山崩れ、土砂崩れ、道路寸断等）が発生し

たときは、登校させないでください。ただし、家を出ていて途中帰宅するのが危険なときは

除きます。 

◎その他  

・生徒が学校にいる間に警報または特別警報が発令されたときは、通学路の安全を確認し、

適切に下校させます。 

・帰宅させる場合には「すぐーる」にて配信いたしますが、緊急時に備え、家に人がいない

場合はどのようにするか、お子様とご家庭で必ず確認しておいてください。 

〔備考〕  

・警報、特別警報とは、暴風・大雨・洪水・大雪をさします。 

・校区において大きな災害が発生し、通学路が危険なときは学校へ連絡してください。 

・ご家庭で保存（掲示）しておいてください。  

https://www.jma.go.jp/bosai/#area_type=class20s&area_code=2920900&pattern=default
http://www.jma-net.go.jp/nara/

